
別表 2               

デジタル訓練促進費 

＜DX推進スキル標準対応コース＞ 

 

知識等習得コースのうち、デジタル分野訓練特例コースで以下に定める要件を満たした場合

はデジタル訓練促進費を支払う。 

 

ＤＸ推進スキル標準で設定した共通スキルのカテゴリーである「ビジネス変革」、「データ活

用」、「テクノロジー」、「セキュリティ」のうち複数のカテゴリーの学習項目がカリキュラムに

盛り込まれたコースとする。 

デジタル訓練促進費の支給要件と単価は以下のとおり。 

 

１ 当該コースの要件確認方法 

受託者は令和 7年度前期の公募型プロポーザル応募時に様式 8-11【スキル項目・学習項目チェッ

クシート】にカリキュラムに盛り込んだスキル項目に✓を入れ、南信工科短期大学校へ提出する。

合わせて、上記で✓を入れたスキル項目・学習項目に対応するカリキュラムに、その旨を明記す

る。南信工科短期大学校は提出のあった【スキル項目・学習項目チェックシート】の複数のカテゴ

リーに✓があることと、カリキュラムの対応する箇所が明示されているかを確認する。 

 

２ 単価 

受講生 1人ひと月当たり 5,500円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額の額 500円） 

※１月当たりの訓練設定時間が 100時間未満のもの（祝日、お盆及び年末年始の休校日ががいとう

することにより 100時間未満となる場合を除く）にあっては上記単価を訓練設定時間での割合で按

分する。 

※受講者１人当たり 5,500円/月 × 3月× 受講人数 

 

※「対象月数」は訓練の全期間とする。ただし対象月のうち「支払い対象月」に該当しない月

がある者については、当該月を対象月数から除く 


